
コンがら、タイヤ、ポリバケツなどなど
（おいらせ町彦七川原地区）

急斜面を手渡しで（青森市三内地区等）

手作業でゴミ集め（おいらせ町彦七川原地区）

作業前の打合せ（青森市三内地区等） 道路沿いには空き缶、ペットボトルが散乱
（青森市三内地区等）

運搬車に積み込み中（青森市三内地区等）
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 ◆　「リサイクル産業支援セミナー」の開催

　このセミナーは、資源の循環的な利用と廃棄物の減量を促進するとともに、県内のリサイ

クル産業の育成を図るため、資源循環産業の現状と展望等に関する情報を提供する趣旨で、

青森県（環境生活部環境政策課）とあおもり循環型社会推進協議会の共催により開催してい

るものです。

　１　開 催 日：令和元年10月23日(水)

　２　開催場所：青森市　国際ホテル

　３　講　　師：一般社団法人　プラスチック循環利用協会

　　　　　　　　　総務広報部　冨田　　斉　氏

　４　テ ー マ：プラスチックの資源循環利用の現状

　冨田講師から、

・�プラスチックの３つのリサイクル（マテリアルリサイクル、ケミカルリサイクル、サーマ

ルリサイクル）

・ライフサイクルアセスメント（LCA）

・マイクロプラスチック問題

などについて講演していただきました。

冨田講師 聴講の様子
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お役立ち情報・気になる情報

◆　スマホ「ながら運転」の厳罰化と廃棄物処理法の許可について

　道路交通法の改正により、携帯電話又はスマートフォン（以下「スマホ」）の使用による
「ながら運転」をした場合、これまでは罰金刑だけでしたが、懲役刑（刑務所に収監され、
労役を課される刑罰）の判決を受ける可能性もあります。懲役刑を受けた場合は、廃棄物処
理法の許可が取り消されることになります。

　＜携帯の保持又は注視の禁止＞
携帯電話を通話のために手で保持して使用し、又は自動車若しくは原動機付き自転車に持
ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視した者

⬇

６月以下の懲役又は10万円以下の罰金 改正前は５万円以下の罰金

　具体的には、
　①　携帯電話又はスマホを手に持って通話していた。
　②　メールをチェックしていた。
　③　スマホでゲームをしていた。
　④　スマホ、カーナビで地図をチェックしていた。
　などで検挙された場合、６ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金の有罪判決を受けること
があります。②～④の行為は、スマホを固定して手に持っていなくても、画面を注視するこ
とが罰則の対象となります。

　＜携帯の保持又は注視の禁止に違反して危険を生じさせた者＞
携帯電話を通話のために手で保持して使用し、又は自動車若しくは原動機付き自転車に持
ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視し、よって道路における交通に危険を
生じさせた者

⬇

１年以下の懲役又は30万円以下の罰金 改正によって新設

　①から④の行為などによって
　⑤　他の車に衝突しそうになった。
　⑥　建物やガードレール等に衝突しそうになった。
　⑦　人に衝突しそうになった。
　など、実際に衝突しなくても「衝突しそうになった」だけで、１年以
下の懲役又は30万円以下の罰金刑を受ける可能性があります。
　以上の行為によって、個人事業主又は会社の役員が懲役刑を受けた場
合は、廃棄物処理法上の許可の欠格要件に該当し、許可が取り消されま
す。（廃棄物処理法第14条の３の２、第14条第５項第２号イ、第７条
第５項第４号ロ）
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◆　産業廃棄物処理業における必要な資格等及び特別教育

○作業主任者の選任と必要な資格等
　�　労働安全衛生法によって、産業廃棄物処理業において作業主任者の選任が必要とされて

いる主な作業と必要とされる資格等は、次のとおりです。

産業廃棄物処理業における作業主任者の選任が必要な主な作業と必要な資格等
選任すべき作業の区分 作業主任者の名称 必要とされる資格等

１
アセチレン溶接装置又はガス集合
溶接装置を用いて行う金属の溶
接、溶断又は加熱の作業

ガス溶接作業主任者 ガス溶接作業主任者免許を受けた者

２
動力により駆動されるプレス機械
を５台以上有する事業場において
行うプレス機械による作業

プレス機械作業主任者 プレス機械作業主任者技能講習を修了し
た者

３
ボイラー（小型ボイラーを除く）
の取扱いの作業

ボイラー取扱作業主任
者

ボイラー技士免許（特級、１級、２級）
を受けた者
ボイラー取扱技能講習を修了した者

４

次に掲げる設備による物の加熱乾
燥の作業

乾燥設備作業主任者 乾燥設備作業主任者技能講習を修了した
者

ア 乾燥設備のうち、危険物等に
係わる設備で、内容積が１m3

以上のもの
イ 乾燥設備のうち、アの危険物

等以外の物に係わる設備で、
熱源として燃料を使用するも
の（最大消費量が固体燃料
にあっては毎時10kg以上、
液体燃料にあっては毎時10L
以上、気体燃料にあっては毎
時1m3以上のものに限る）又
は、熱源として電力を使用
するもの（定格消費電力が
10kw以上のものに限る）

５
高さが2m以上のはいのはい付け又
ははいくずしの作業（荷役機械の
運転者のみによって行われるもの
を除く）

はい作業主任者 はい作業主任者技能講習を修了した者

６

第１種圧力容器の取扱い作業 第１種圧力容器取扱作
業主任者

化学設備関係第１種圧力容器取扱作業主
任者技能講習を修了した者
ボイラー技士免許（特級、１級、２級）
を受けた者
普通第１種圧力容器取扱作業主任者技能
講習を修了した者

７
特定化学物質を製造し、又は取り
扱う作業（試験研究のため取り扱
う作業を除く）

特定化学物質作業主任
者

特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主
任者技能講習を修了した者
特別有機溶剤に係るものについては、有
機溶剤作業主任者技能講習を修了した者

８

酸素欠乏危険場所における作業 酸素欠乏危険作業主任
者

酸素欠乏危険作業主任者技能講習を修了
した者

酸素欠乏危険場所のうち硫化水素
中毒のおそれある場所における作
業

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能
講習を修了した者

９
有機溶剤を製造し、又は取り扱う
業務で、厚生労働省で定めるもの
に係わる作業

有機溶剤作業主任者 有機溶剤作業主任者技能講習を修了した
者

10
石綿等（石綿又は石綿をその重量
の0．1％を超えて含有する物）を
取り扱う作業

石綿作業主任者 石綿作業主任者技能講習を修了した者
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○特別教育が必要な作業
　�　労働安全衛生法は、事業者に危険又は有害な業務に従事する者に対して、「特別教育」

を実施することを義務づけています。産業廃棄物処理業において、特別教育が必要とされ
ている主な業務は、次のとおりです。教育の内容、時間については安全衛生特別教育規程
で定められています。特別教育は、事業者が行うこととされていますが、一部の業務に係
る特別教育については、労働基準協会等で実施しているものもあります。

産業廃棄物処理業における特別教育が必要とされる主な業務
１ 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務

２ 動力プレスの金型、シャーの刃部又はプレス機械若しくはシャーの安全装置若しくは安全囲いの取付
け、取外し又は調整の業務

３ アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務

４
高圧・特別高圧の充電電路又は電路支持物の敷設・点検・修理・操作の業務
低圧の充電電路の敷設・修理の業務
配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧電路のうち充電電路が露出している開閉器操作の
業務

５ 最大荷重が１ｔ未満のフォークリフトの運転の業務

5-2 最大荷重が１ｔ未満のショベルローダー又はフォークローダーの運転の業務
９
9-2
9-3
10

機体重量が３ｔ未満の車両系建設機械の運転の業務
（車両系建設機械のアタッチメントを取り替えて、別の目的に使用する場合についても含まれる。）

14 小型ボイラーの取扱いの業務

15 つり上げ荷重が５ｔ未満のクレーンの運転の業務

16 つり上げ荷重が１ｔ未満の移動式クレーンの運転の業務

19 つり上げ荷重が１ｔ未満のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛けの業務

26 酸素欠乏危険場所における作業に係わる業務

29 常時特定粉じん作業に係る業務
31
32 産業用ロボットヘの教示等の業務、検査、修理、調整の業務

34 廃棄物焼却施設においてばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務

35 廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務

36 廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業務及びこれに伴うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻
を取り扱う業務

37 石綿等が使用されている建築物又は工作物の解体、破砕等の業務

38 除染等作業、事故由来放射性物質に汚染された廃棄物等の処分業務

39 足場の組立、解体又は変更の作業に係る業務（地上又は堅固な床上における補助作業の業務は除く）

（注）番号は、労働安全規則第36条の号番号
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◆　労働災害事例

〈事例１〉トラックの荷台から廃材を荷降ろし作業中、崩れ落ちた廃材の下敷きになり死亡

発 生 状 況
　この災害は、廃材焼却場において、トラックから廃材の荷降ろしをしていた運転者が崩れ
てきた積荷の廃材の下敷きになり死亡したものである。
　作業はトラックの周囲に荷降ろしのための場所を確保するとともに、⑴トラックの荷崩れ
防止ロープ、番線等を外す、⑵ドラグ・ショベルで荷を押して廃材を降ろす、⑶ドラグ・
ショベルでトラックの荷台に残った木屑を降ろす、というものであった。被災者は近くにい
た他の作業者に廃材を降ろすためのドラグ・ショベルの運転を依頼した。依頼された作業者
は、作業を開始するにあたり、被災者に声をかけたが応答がなかったためドラグ・ショベル
でトラックの荷台の廃材を荷台の反対側に押して降ろした。その後、しばらくたっても被災
者の所在がわからなかったが、降ろした廃材の下で下敷きになっているのが発見され、緊急
医療機関へ搬送されたが外傷性窒息による死亡が確認された。なお、災害発生当時、災害現
場には複数のドラグ・ショベル運転有資格者がいたがいずれも関連する他の作業に従事して
おり、災害発生時には資格を有していない作業者が運転にあたっていた。

原 因
１�　廃材を降ろす個所への立ち入り制限の実施等、作業前の安全確認が徹底されていなかっ

た。
　�　被災者は他の作業者にドラグ・ショベルの運転を依頼した後、自らが荷台の廃材固定具

の取り外しを行っていたが、廃材を降ろす方向の荷の固定具を外したあと落下してきた廃
材の下敷きになったものと考えられる。この作業場においては作業中に作業の安全を確認
する者がいなかった。また、廃材置き場の区画の確保もなされていなかった。

2�　ドラグ・ショベルの運転を車両系建設機械運転技能講習修了者に行わせていなかった。
３�　複数の作業者で行う作業にもかかわらず作業にあたる作業者間で作業開始前の打ち合わ

せを行わなかった。

　�　誰がどこで何をしているかということについて全体の状況を掌握している者がおらず、

これが災害の発生要因となった他、被災者の発見の遅れにもつながったものと考えられ

る。
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対 策
１�　材料の積み降ろし等、重機を使用する作業を行う場合は、作業個所への立ち入り制限の

実施等、作業前の安全確認を徹底すること。

　　また、作業にあたり監視人を配置する事も有効な手段である。

２�　ドラグ・ショベルの運転は車両系建設機械運転技能講習修了者に行わせること。

３�　複数の作業者で行う作業については作業にあたる作業者間で作業開始前の打ち合わせを

行うこと。

　�　また作業の進行状況を統括的に監督できる監視人を現場に配置することも災害防止上有

効な手段である。
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〈事例２〉産業廃棄物の選別作業中、派遣労働者がドラグ・ショベルにひかれ死亡

発 生 状 況
　災害発生当日、派遣先労働者である作業者ＡとＢ、派遣労働者である作業者ＣとＤの計４
人で選別作業を行っていた。
　選別作業が一段落したところで、Ａの指揮により、廃プラスチックの積込み作業を行うた
め、ＣとＤは金属類の集積場所に移動し、ＡとＢは、廃プラスチックを運搬するためのト
ラック進入路を確保する作業にとりかかった。Ｂがホイールローダーを運転し、トラックの
進入路に当たる箇所に散乱していた廃棄物を１カ所にかき集めるとともに、分別コンテナの
前に止められていたドラグ・ショベルをトラックヘの積込用とするため、トラック進入路付
近まで移動させようとＡが運転し、左旋回の後、２mほど前進させたところ、金属類の集積
場所で作業していたＣをドラグ・ショベル右側のクローラでひいたものである。Ｃはすぐに
病院に搬送されたが、死亡した。

原 因
１�　ドラグ・ショベルの運行経路への立入禁止措置を講じておらず、また、誘導者も配置し

ていなかった。
２�　ドラグ・ショベルの運転者が運転前に行うべき周囲の安全確認が不十分であった。
３�　作業計画が策定されていなかった。
　�　ドラグ・ショベルによる作業に際し、作業計画が策定されておらず、かつ、関係作業者

へ当該機械の運行経路、立入禁止区域等が周知徹底されていなかった。
４�　関係作業者に対して安全衛生教育を行っていなかった。
　�　派遣先の作業場所には、ドラグ・ショベル、ホイールローダー等の運行により、当該機

械との接触による危険があるにもかかわらず、派遣元および派遣先ともに派遣労働者に対
して安全衛生教育を実施していなかった。

対 策
１�　作業者とドラグ・ショベル等との接触防止措置を行うこと。
　�　ドラグ・ショベル、ホイールローダー等と作業者が接触するおそれのある箇所には、立

入禁止区域を設ける、または誘導者を配置してその者に機械を誘導させる必要がある。
２�　ドラグ・ショベル等の運転者に対し、運転開始前に周囲の安全を確認するよう教育する

こと。
３　作業計画を策定し関係者に周知徹底すること。
　�　ドラグ・ショベル、ホイールローダー等の機械を用いて作業を行う場合には、運行経

路、立入禁止措置、誘導者の配置、合図等の作業方法に関する作業計画を策定しなければ
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ならない。さらに、作業計画の内容を関係作業者に周知徹底する必要がある。
　�　なお、策定する作業計画では、機械による作業と手作業による分別作業との混在作業は

避けるようにする。
４　派遣労働者に対し安全衛生教育を実施すること。
　�　派遣労働者に対し、一般的な安全衛生教育を派遣元において行うとともに、従事する作

業に係る危険性、労働災害防止の方法等についての安全衛生教育を派遣先において行う。

（厚生労働省「職場安全サイト」抜粋）
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事務局からのお知らせ

◆�　出前相談員・講師の派遣

　協会では管理者研修会（本部）や実務担当者研修会（各支部）を開催していますが、業
務の都合等で研修会に参加できない会員も多いかと思います。
　許可申請事務、処理基準、行政の通達、契約事務、マニフェストの交付などについて、
個別に相談したい、従業員の勉強会を実施したい、という希望がある場合は、事務局の職
員を派遣します。相談内容や勉強会の内容によっては、事務局職員では対応が難しい場合
もあるかと思いますが、希望する方は事務局にご相談ください。
　例えば、許可申請講習会の受講予定者で講習会前に勉強しておきたいという場合は、科
目を限定しての対応は可能です。

◆�　許可期限の確認と許可講習会の受講は早めに

　産業廃棄物の収集運搬業及び処分業の許可の有効期限は５年です。有効期限内に更新申
請手続きを行わなければ、許可が失効します。更新許可申請に当たっては、関係する許可
申請に関する講習会の修了証の添付が必要です。
　講習修了証の有効期限は、講習会修了の日から起算して
　　○新規講習会修了証については５年　　○更新講習会修了証については２年
です（都道府県・政令市により異なる場合があるので、あらかじめ関係する行政機関に確
認して下さい）。
　当協会では、会員の皆さんに対して、青森県、青森市、八戸市、他県等から受けた許可
に関して許可期限の６か月前到来の時点で、その旨及び許可講習会の受講が必要であるこ
とや更新手続きなどについて、文書によりお知らせしています。
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◆�　「会員名簿」記載事項変更届けのお願い
　◇　会員名簿記載事項等に変更があった場合の連絡（届出）方について
　　�　会員名簿に記載されている事業所名、代表者名等に変更があった場合には、「変更

届」の様式により協会事務局あてFAX等にてご連絡いただきますようお願い致します。
　◇　【協会事務局あてにご連絡いただきたい場合】
　　■　事業所の名称、代表者名、事業所所在地の変更があった場合
　　■　産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可内容に変更があった場合
　　■　新規に許可を取得した場合及び許可品自に変更があった場合
　　　※ この場合には、新しい許可証の写しを併せてお送り下さい。

『ご注意ください！！』
　代表者の変更等、廃棄物処理法施行規則に定める事項の変更があった場合には、
協会への連絡ばかりでなく、許可権者（許可を受けている行政機関）への届出が必
要です。
　行政機関への変更届けは、定められた様式により行うこととされていますので、
許可に係る行政機関のホームページ等でご確認下さい。

◆　新規入会会員の紹介
　�　下記の新規入会者が、理事会において承認されました。
【東青支部】

　○　会員区分　　賛助会員
　○　業務形態　　建設機械等のリース、販売、修理等
　○　住 所 等　　〒039-3503　青森市大字野内字菊川61-3
　　　　　　　　　　　　　　　　☎　　017-726-4181
　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　017-726-4183

事業所・代表者名　　　日立建機日本株式会社（青森営業所長　嶋中　貴文）

【三八支部】

　○　会員区分　　正会員
　○　業務形態　　産業廃棄物収集運搬業・中間処理業
　○　住 所 等　　〒039-1564　三戸郡五戸町字古舘下川原23-1
　　　　　　　　　　　　　　　　☎　　0178-62-2543
　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　0178-62-3026

事業所・代表者名　　　有限会社アドバンス（代表取締役　川村　由紀子）

【上十三支部】

　○　会員区分　　正会員
　○　業務形態　　産業廃棄物収集運搬業・中間処理業
　○　住 所 等　　〒034-0051　十和田市大字伝法寺字大窪60-19
　　　　　　　　　　　　　　　　☎　　0176-28-2033
　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　0176-28-2033

事業所・代表者名　　　株式会社ミツバ資源（代表取締役　米田　昭博）
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◆　ご活用ください！！「防災協定に関する証明書」・「社会貢献に
　　関する証明書」
　　　　～公共事業に係る経営事項審査の加点対象になります～

　○　「防災協定に関する証明書」について

　　�　当協会では、大規模災害時の廃棄物処理に関し、平成20年３月19日付けで青森県知事

との間で

　　　　大規模災害時における災害廃棄物の処理等に関する協定

　　を締結しております。

　　�　これにより、当協会の会員であり、災害応急活動等に従事する者であることが証明さ

れれば、公共工事に係る経営事項審査において加点対象となることができます。

　　�　会員の皆さまは、当協会に対する証明書発行依頼書の提出に基づいて協会が交付する

証明書により、この制度を活用することができます。

　○　「社会貢献に関する証明書」について

　　�　前記の証明書のほか、協会では平成24年11月以降、「社会貢献に関する証明書」の交

付事業も行っています。

　　�　この証明書は、当協会主催の「不法投棄防止のための監視パトロール事業」及び「あ

おもり循環型社会推進協議会」主催の「不法投棄防止撤去推進キャンペーン事業」（社

会貢献活動事業）に参加した会員の皆さまに対して、同証明書の発行依頼書の提出に基

づいて交付しているものです。

　　�　この証明書の交付を希望される場合には

　　　・�　協会主催で行う「不法投棄防止のための監視パトロール事業」に係る証明書の交

付依頼については「産廃協会用様式」

　　　・�　あおもり循環型社会推進協議会の主催で行う「不法投棄防止撤去推進キャンペー

ン」に係る証明書の交付依頼については「循環協用様式」

　　�により、当協会事務局に提出して下さい（当協会は、循環協事務局を兼務しております）。

　上記二つの証明書の交付依頼様式及び記載要領は、当協会ホームページの「会員

専用ページ」に掲げていますのでご覧下さい。また、それぞれの書類様式は、ダウ

ンロードできますのでご活用下さい。
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《マニフェスト・電子マニフェスト産業廃棄物送り状》 購入申込書

FAX：０１７－７２１－３８３８

①業種（該当する箇所に○をつけて下さい）

建設業 ・ 製造業 ・ 医療、福祉 ・ 自治体 ・ 産廃処理業 ・ その他

②産業廃棄物管理票 発行元：(公社)全国産業廃棄物連合会

マニフェストの種類・価格（税込） 数量 箱番号（※協会記入欄）

産業廃棄物

マニフェスト

【直行用】 7 枚綴

単票・手書き用

１セット・100 部 2,600 円 ｾｯﾄ

連続票・パソコン用

１ケース・500 部 13,000 円 ｹｰｽ

産業廃棄物

マニフェスト

【積替用】 8 枚綴

単票・手書き用

１セット・100 部 2,600 円 ｾｯﾄ

連続票・パソコン用

１ケース・500 部 13,000 円 ｹｰｽ

③建設系廃棄物マニフェスト 発行元：建設六団体副産物対策協議会

マニフェストの種類・価格（税込） 数量 箱番号（※協会記入欄）

建設系廃棄物

マニフェスト

単票・手書き用

１セット・100 部 2,500 円 ｾｯﾄ

連続票・パソコン用

１ケース・500 部 12,500 円 ｹｰｽ

④電子マニフェスト産業廃棄物送り状

販売単位・価格（税込） 数量

電子マニフェスト送り状 【4 枚複写】 １セット・100 部 1,100 円 ｾｯﾄ

申 込 日 ： 令和 年 月 日

住 所 ： 〒 －

会 社 名

代表者名

担当者名

電話番号

一般社団法人青森県産業廃棄物協会

〒030-0802 青森市本町 5-5-21 青森県農業共済会館 2F
TEL 017-721-3911 ・ FAX 017-721-3838

振替払込請求書兼受領証

貼り付け欄

【代金振込先】

ゆうちょ銀行振替口座

口座番号 02250-8-116923
加入者名(一社)青森県産業廃棄物協会

※振込手数料は、購入者負担でお願いし

ます。

※マニフェスト発送料は、着払いです。

※マニフェストは原則、返品・交換いた

しませんので、注文の際は、ご注意く

ださい。
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地 球 は み ん な の 宝 物
・解体工事　・産業廃棄物処理業（再資源化、中間処理）　・産業廃棄物収集運搬業
・一般貨物自動車運送事業　・破砕施設（処理能力 木くず178.2トン)・焼却施設・切断施設
・一般廃棄物処理業（食物残渣に限る。）　・生ごみリサイクル、堆肥製造販売
すべてに安全を追求した
　　　信頼できるリサイクル （特許庁登録商標　大地の恋人　商願２００５―１１６８２８）

北砲興発株式会社
代表取締役　濱田恵一

本社・黒石工場　〒036-0514　青森県黒石市富田１４２番地
ＴＥＬ　0172（52）5847
ＦＡＸ　0172（53）5206

青 森 工 場　〒038-1324　青森県青森市浪岡大字吉内字杉の沢１―７５
食物残堆肥化工場

〒 八戸市長苗代字内舟渡 ☎

第一清掃は快適な暮らしと地域社会の共存共栄を実現し、

よりよい環境とサービスを提供する企業として進化し続け

― 営 業 種 目 ―

■浄化槽保守点検・清掃 ■排水管高圧洗浄清掃

■下水道管渠清掃 ■貯水槽清掃・水質検査

■一般廃棄物収集運搬・処分 ■産業廃棄物収集運搬・処分

■機密文書出張細断処理 ■濃度計量証明事業

■ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ他ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類ﾘｻｲｸﾙ 処理 ▶ 認証取得

【本 社】 〒 八戸市是川字金ケ坂１８ ☎ 【処理施設】

後 － 1



●総合建設業
●解体工事業
●産業廃棄物収集運搬及び処分業

後 － 2



環 境 技 術 株 式 会 社

環境、社会は人と人との支えあい
人と自然の調和する豊かな社会を求めて！

　

〒039－1168  八戸市八太郎六丁目12番４号
☎0 1 7 8 － 2 0 － 2 6 6 6

代表取締役　倉　成　　　諭

http://www.kankyougijutsu.co.jp

ISO 14001・2015 取得
ISO 9001・2015 取得

・特　　定　　建　　設　　業
・解体工事業　・砕石杭地盤改良工事

後 － 3



一般区域貨物運送事業　産業廃棄物処理業　解体工事業

代表取締役　　菊　池　秋　彦
むつ市横迎町２－12－３　TEL （0175）23－0202㈹　FAX （0175）22－3693

菊池トラック㈱

■ 特定建設業　　■ 産業廃棄物処理業　　■ 一般運送業

後 － 4



本     社  〒035-0011 青森県むつ市大字奥内字二又22番地           TEL 0175-26-2188  FAX 0175-26-2189
むつ事業所 〒035-0011 青森県むつ市大字奥内字二又山1番地１       TEL 0175-26-2188  FAX 0175-26-2189
浪岡事業所 〒038-1303 青森県青森市浪岡大字徳才子字山本105-59    TEL 0172-55-5705  FAX 0172-55-5706
青森営業所  〒030-0861 青森県青森市長島1丁目3番22号長和ビルA-205  TEL 017-718-4901   FAX 017-718-4902

＜取扱品目＞

http://www.aomoriclean.co.jp/

管理型産業廃棄物最終処分場・産業廃棄物収集運搬業

（積替保管施設）

一般・産業廃棄物管理型最終処分場・産業廃棄物収集運搬業

http://www.aomoriclean.co.jp/

・燃え殻 
・汚泥 
・廃プラスチック
・紙くず   
・木くず
・繊維くず   
・動植物性残渣
・ゴムくず
・金属くず 
・ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
・鉱さい   
・がれき類
・家畜ふん尿   
・ばいじん
・13号廃棄物
・石綿含有廃棄物
・水銀使用製品産業廃棄物
・水銀含有ばいじん等
・廃石綿等【特別管理産業廃棄物】

＜取扱品目＞

地域とともに豊かな生活環境を守る

後 － 5



取締役社長　三　上　　裕　司

後 － 6



代表取締役

後 － 7



『 広 告 掲 載 の お 願 い 』
「さんぱいあおもり」の広告掲載を募集しています。貴社のＰＲにご利用下さい。
■　広 告 料　　Ａ４又はＡ４の１/２　掲載１回につき１万円
■　広告内容　　各社において自由にデザインし、レイアウトを作成

ご希望の方は、協会事務局までご一報下さい。

後 － 8


